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畜
産
探
検
隊
参
加
者
募
集
！

　

畜
産
物
が
ど
の
よ
う
に
生
産

さ
れ
て
い
る
か
。
地
元
の
生
産

現
場
を
実
際
に
見
学
し
、
安
全

な
畜
産
物
に
つ
い
て
生
産
者
と

一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

と　

き　

３
月
９
日
㈮

　
　
　
　

午
前
９
時
〜

　
　
　
　
　
　

午
後
４
時
20
分

と
こ
ろ　

佐
倉
市
周
辺
の
畜
産

　
　
　
　

関
係
施
設

内　

容

　

酪
農
牧
場
・
養
豚
農
場
・
乳

　

業
施
設
な
ど
を
見
学
し
ま
す
。

集
合
場
所

　

J
R
佐
倉
駅
北
口
、
印
旛
合

　

同
庁
舎

定　

員　

25
人

費　

用　

１
０
０
０
円
／
人

　
　
　
　
（
昼
食
代
含
む
）　

申
込
方
法

　

往
復
は
が
き
に
住
所
・
氏
名

　

・
年
齢
・
電
話
番
号
（
必
須
）

　

・
乗
車
希
望
場
所
（
印
旛
合

　

同
庁
舎
、
J
R
佐
倉
駅
北
口
）

　

を
明
記
の
上
、
ご
応
募
く
だ

　

さ
い
。
（
た
だ
し
、
印
旛
管

　

内
に
居
住
の
方
に
限
る
）

※
参
加
希
望
者
の
年
齢
、
電
話

番
号
は
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。

※
は
が
き
1
枚
に
つ
き
、
本
人

を
含
め
２
人
ま
で
申
込
可
能
で
す
。

（
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
所

・
氏
名
・
年
齢
を
明
記
）

※
応
募
は
1
人
1
回
と
し
、
本

人
・
連
名
者
含
め
重
複
応
募
は

受
け
付
け
ま
せ
ん
。　

申
込
期
限　

２
月
10
日
㈮
必
着

申
込
先

　

印
旛
農
業
事
務
所
地
域
振
興

　

部
企
画
振
興
課
「
い
ん
ば
の

　

畜
産
探
検
隊
」
募
集
係

　

〒
2
8
5
│
0
0
2
6

　

佐
倉
市
鏑
木
仲
田
町
８
│
１

　

詳
し
く
は
、
印
旛
農
業
事
務

所
地
域
振
興
部
企
画
振
興
課
☎

４
８
３
│
１
１
２
９
へ
。

い
ん
ば
の
畜
産
探
検
隊

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な

方
　

所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
１

年
間
（
１
月
か
ら
12
月
ま
で
）

の
す
べ
て
の
所
得
か
ら
所
得
控

除
を
差
し
引
い
て
計
算
し
た
所

得
税
額
に
よ
り
所
得
税
を
納
付

し
た
り
、
還
付
を
受
け
た
り
す

る
も
の
で
す
。

　

平
成
23
年
中
に
次
の
よ
う
な

所
得
の
あ
っ
た
方
は
、
所
得
税

の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

○
事
業
所
得
者
（
農
業
を
営
む
）

　

な
ど
の
方

・
各
種
所
得
金
額
の
合
計
額
が
、

　

所
得
控
除
金
額
の
合
計
額
を

　

超
え
る
方

○
給
与
所
得
者
の
方
で
次
の
い

　

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

・
給
与
の
年
収
が
２
千
万
円
を

　

超
え
る
方

・
給
与
以
外
の
所
得
（
農
業
や

　

年
金
な
ど
）
が
20
万
円
を
超

　

え
る
方

・
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支

　

払
い
を
受
け
て
い
る
方

・
源
泉
徴
収
を
さ
れ
て
い
な
い

　

給
与
の
支
払
い
を
受
け
て
い

　

る
方

※
譲
渡
所
得
（
土
地
、
建
物
、

株
式
、
会
員
権
の
売
却
な
ど
）

の
あ
る
方
や
青
色
申
告
の
方
、

東
日
本
大
震
災
で
被
害
を
受
け

て
雑
損
控
除
を
受
け
る
方
、
あ

る
い
は
事
業
所
得
で
新
規
開
業

の
方
、
過
年
分
の
申
告
を
す
る

方
、
消
費
税
の
申
告
を
す
る
方

ま
た
は
一
般
の
住
宅
取
得
等
特

別
控
除
以
外
の
申
告
（
住
宅
特

定
改
修
・
認
定
長
期
優
良
住

宅
）
を
受
け
る
方
な
ど
は
、
市

役
所
で
は
相
談
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
は
、
成
田
税
務
署
で

申
告
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
に
必
要
な
も
の

・
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
収
入
の

　

わ
か
る
も
の
（
事
業
所
得
者

　

に
つ
い
て
は
収
支
の
わ
か
る

　

も
の
）

・
健
康
保
険
、
国
民
年
金
、
介

　

護
保
険
料
の
領
収
書
や
証
明

　

書
な
ど
（
国
民
健
康
保
険
税

　

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　

・
介
護
保
険
料
の
納
付
額
は

　

電
話
で
の
問
い
合
わ
せ
に
お

　

答
え
で
き
ま
せ
ん
）

・
生
命
保
険
や
地
震
保
険
な
ど

　

の
控
除
証
明
書
・
印
鑑
、
電

　

卓
、
筆
記
用
具
、
還
付
の
場

　

合
は
振
込
先
口
座
番
号

・
前
年
の
申
告
書
の
写
し
な
ど

今
回
の
申
告
の
主
な
改
正
点

　

次
の
点
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

１
年
少
扶
養
親
族
に
対
す
る
扶

　

養
控
除
の
廃
止

２
特
定
扶
養
親
族
の
控
除
額
の

　

上
乗
せ
廃
止

３
同
居
特
別
障
害
者
加
算
の
特

市
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確
定
申
告
（
つ
づ
き
）

い
ん
ば
の
畜
産
探
検
隊

　

例
の
改
正

４
寄
附
金
関
連
の
改
正

５
東
日
本
大
震
災
関
連

　

家
や
家
財
に
被
害
を
受
け
た

　

方
は
、
雑
損
控
除
の
適
用
が

　

あ
り
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、

　

要
件
、
添
付
書
類
を
確
認
の

　

う
え
成
田
税
務
署
で
の
申
告

　

を
お
願
い
し
ま
す
。

６
年
金
所
得
者
の
申
告
不
要
制

　

度

　

公
的
年
金
収
入
が
４
０
０
万

　

円
以
下
で
、
他
の
所
得
が
20

　

万
円
以
下
の
方
は
、
所
得
税

　

の
確
定
申
告
義
務
が
な
く
な

　

り
ま
し
た
。（
所
得
税
が
還
付

　

に
な
る
方
は
、
確
定
申
告
し

　

て
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

　

き
ま
す
。）し
か
し
、
市
県
民

　

税
の
計
算
で
は
、
生
命
保
険

　

料
・
社
会
保
険
料
な
ど
は
自

　

動
的
に
控
除
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
場
合
、
市
県
民
税
申
告

　

書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
課
税
課

☎
４
４
３
│
１
１
１
６
へ
。

２
月
の
移
動
交
番
情
報

開
設
日
時

２
日
㈭
・
16
日
㈭
・

23
日
㈭

17
日
㈮

八
街
駅
南
口

住
野
老
人
憩
い
の
家

開
設
場
所

　
　
　
　
　

詳
し
く
は
、
佐
倉
警
察
署
☎
４
８
４
│
０
１
１
０
へ
。

17
日
㈮

 

午
後
2
時
〜　
　

　
　
　

 

3
時
30
分
富
山
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

23
日
㈭

文
違
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

午
前
10
時
30
分
〜

　
　
　
　
　

正
午

午
前
10
時
30
分
〜

　
　
　

11
時
30
分

午
後
２
時
〜　
　

　
　
　

３
時
30
分

　確定申告の際、国民健康保険税、後期高齢者医
療保険料および介護保険料は社会保険料控除を受
けることができます。万一、領収書を紛失される
など、控除する金額を確認することができない方
は確認書を発行しますで、ご本人であることが確
認できるもの（運転免許証、保険証など）を持参
のうえ、窓口へお越しください。
　国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の詳細
は、市役所国保年金課☎４４３─１１３９へ。
　介護保険料の詳細は、市役所介護保険課☎４４
３─１４９１へ。

国民健康保険税、後期高齢者医療
保険料および介護保険料の確認書
を発行します

市
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確
定
申
告
（
つ
づ
き
）


